
東出雲町商工会ニュース                 令和 8 年 2 月発行（R7 年度 Vol.11） 

令和 7 年度補正 島根県飲食・商業・サービス業等 
エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 

エネルギー価格高騰の影響を受ける飲食・商業・サービス業等の中小企業等を対象に、エネ

ルギーコスト削減に資する設備導入等の経費の一部を補助し、経営基盤強化を支援します。 

 

既に本補助金を活用した事業者も、再申請可能となりました。 

 

■補助額  上限 300 万円（下限 20 万円） 

■補助率  1/2 以内 

※コロナ関連融資利用の場合は 2/3 以内 

■申請期間 令和 8 年 2 月 10 日（火）～6 月 16 日（火）17 時まで（予算上限に達し次第終了） 

■提出先  東出雲町商工会（☎0852-52-2344） 

       ※詳細は島根県 HP をご確認ください。 

       ※松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減 

対策支援事業補助金につきましては、２月下旬か 

        ら開始される予定です。 

 

島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 

エネルギー価格高騰の影響を受ける製造業を営む中小企業者等を対象に、エネルギーコスト

削減に資する設備導入等の経費の一部を補助し、経営基盤強化を支援します。 

 

既に本補助金を活用した事業者も、再申請可能となりました。 

 

■補助額  上限 750 万円（下限 40 万円） 

■補助率  中小企業 1/2 以内／小規模事業者（従業員 20 人以下）2/3 以内 

■申請期間 令和 8 年 2 月 2 日（月）～2 月 27 日（金）17 時まで 

       ※詳細は島根県 HP をご確認ください。 

 

 

松江市製造業エネルギーコスト削減対策支援事業補助金 
エネルギー価格高騰の影響を受ける製造業を営む中小企業者等を対象に、エネルギーコスト

削減に資する設備導入等の経費の一部を補助し、経営基盤強化を支援します。 

 

1 事業者 1 回限り申請可 

島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金と併用可能です。 

 

■補助額  上限 450 万円（下限 20 万円） 

■補助率  1/2 以内 

■対象者 

・製造業を主として営む中小企業者 

・松江市内に本社または製造拠点を有する事業者 

・松江市税に滞納がない事業者 

■申請期間 令和 8 年 2 月 2 日（月）～令和 9 年 1 月 29 日（金）（予算上限に達し次第終了） 

※詳細は松江市 HP をご確認ください。 

 

 



小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞ 第 19 回公募 

地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的と

し、持続的な経営に向けて自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援する補助金

です。 

 

■第１９回公募受付が開始されます。 
 

【スケジュール】 

  公募申請期間：３月６日（金）～４月３０日（木） ※予定は変更する場合があります。 

【事業概要】 

○補助上限：５０万円 

※上記金額に、インボイス特例対象事業者は５０万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事

業者は１５０万円の上乗せ、両特例対象事業者は２００万円の上乗せ 

○補助率：２／３（賃金引上げ特例のうち赤字事業者は３／４） 

○対象経費：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オンラインに

よる展示会・商談会等を含む）、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 

 

申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。郵送での申請は一切 

受け付けません。 

 

 詳細は、小規模事業者持続化補助金 HP

（https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/shinsei.html）をご確認ください。 

 

松江市事業継続緊急支援事業補助金（県東部を震源とする地震） 

令和 8 年 1 月 6 日からの地震により被害を受けた事業者の復旧、事業継続等に向けた取組

に要する経費を補助することにより、市内の被災地域における事業の継続を支援する補助金で

す。 

 

■補助上限額・補助率 

  2,000 千円 

  補助対象経費の 2/3 

■補助対象者 

（1）市税及び県税に滞納がない事業者 

（2）市内に主たる事務所、工場等を置く中小企業者または組合 

（3）生活機能、サービスの提供及び雇用維持のために当該被災地域に不可欠なものとし

て、市長が必要と判断する事業者であること 

■対象事業 

  令和 8 年 1 月 6 日からの地震により被害を受けた施設、設備等の復旧、事業継続等に向

けた取組 

■補助対象経費 

・施設、設備等の修繕費 

・備品修繕費 

・備品の購入費又はリース費（修繕費よりも安価な場合のみ対象） 

  ※被災届出証明書（松江市役所防災危機管理課で取得してください。罹災証明書を既に取

得済みの場合は、罹災証明書でも申請可能です。）が必要となります。 

■募集期間 

  令和 8 年 2 月 4 日（水）～ 11 月 30 日（日）まで  

   ※詳細は松江市 HP をご確認ください。 

 

https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/shinsei.html

